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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの時点の少なくとも１つの高ダイナミックレンジ画像と、同じ時点につ
いての、前記高ダイナミックレンジ画像のダイナミックレンジの１／２以下である第２の
ダイナミックレンジの少なくとも１つの画像と、を符号化する画像エンコーダであって、
これらのダイナミックレンジのうちの最も低いものは１００ｎｉｔのピーク輝度を有し、
当該画像エンコーダは、これら２つの画像のうちの少なくとも一方のピクセル色のマトリ
クスを符号化するよう構成され、
　当該画像エンコーダは、彩度変更装置を有し、該彩度変更装置は、入力色の線形加法原
色成分から前記入力色の輝度を差し引いたものとして定義される３つの線形色差を決定し
、利得による前記線形色差の乗算を行うよう構成され、該彩度変更装置は、前記線形色差
のうちの最も高いものの値として定義される差値に依存する彩度変更仕様関数から前記利
得を決定するよう構成され、該彩度変更装置は、前記利得による前記線形色差の前記乗算
の結果に前記輝度を加算することで、出力色を生じるよう構成され、
　当該画像エンコーダは、前記彩度変更仕様関数を規定するように構成された彩度仕様ユ
ニットを有し、前記彩度変更仕様関数は、ピクセル色の線形色差のうちの最も高いものの
値として定義される線形色差値の関数として利得を符号化し、前記線形色差は、それぞれ
の線形加法色成分から前記ピクセル色の輝度を差し引いたものとして定義され、前記彩度
変更仕様関数は、前記利得による前記線形色差の乗算によって彩度変更をもたらすよう、
色処理されるピクセルの最も高い線形色差について利得を計算するのに使用可能であり、
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　当該画像エンコーダは、前記ピクセル色の前記マトリクスを有する画像を符号化したも
のを画像信号にて、及び前記彩度変更仕様関数をメタデータとして出力するよう構成され
たフォーマッタを更に有する、
　画像エンコーダ。
【請求項２】
　少なくとも１つ時点についての異なる輝度ダイナミックレンジの少なくとも２つの画像
を復号することができるよう構成される画像デコーダであって、前記２つの画像のうちの
少なくとも一方は高ダイナミックレンジ画像であり、他方のダイナミックレンジの少なく
とも２倍のダイナミックレンジを有し、前記他方の画像は１００ｎｉｔのピーク輝度を有
し、当該画像デコーダは、前記２つの画像のうちの一方を、画像入力部を介して受け取っ
た輝度変換関数及び彩度変更仕様関数を前記２つの画像のうちの他方に適用することによ
って、導き出すよう構成されるカラーマッパを有し、
　前記カラーマッパは、
　　入力色の線形加法原色成分から前記入力色の輝度を差し引いたものとして定義される
３つの線形色差を決定し、前記線形色差のうちの最も高いものの値として定義される色差
値に、受け取った前記彩度変更仕様関数を適用することの結果として決定される利得によ
る、前記線形色差の乗算を行うよう構成され、且つ前記利得による前記線形色差の前記乗
算の結果に前記輝度を加算することで、出力色を生じるよう構成された彩度変更装置
　を有する、
　画像デコーダ。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像デコーダを有する表示装置。
【請求項４】
　画像符号化方法であって、
　第１の輝度ダイナミックレンジの入力画像を受け取ることと、
　前記第１の輝度ダイナミックレンジと異なる第２の輝度ダイナミックレンジの画像を得
るよう、前記入力画像に色変換を適用することであり、前記第１及び第２の輝度ダイナミ
ックレンジのうちの一方は他方の少なくとも２倍であり、前記入力画像及び前記異なる第
２の輝度ダイナミックレンジの前記画像のうちの一方のピーク輝度は１００ｎｉｔである
、適用することと、
　前記入力画像及び前記第２の輝度ダイナミックレンジの前記得られた画像のうちの一方
と、前記色変換にて使用された関数を規定するメタデータとを有する画像信号を出力する
ことと
　を有し、
　前記色変換は、入力色の線形加法原色成分から前記入力色の輝度を差し引いたものとし
て定義される３つの線形色差を決定し、前記線形色差のうちの最も高いものの値として定
義される差値に依存する彩度変更仕様関数の出力として決定される利得による前記線形色
差の乗算を行い、前記利得による前記線形色差の前記乗算の結果に前記輝度を加算するこ
とで、出力色を生じる彩度変更方法を適用することを有し、
　前記メタデータは、ピクセル色の前記線形色差のうちの前記最も高いものの前記値とし
て定義される差値の様々な値について利得値を規定する前記彩度変更仕様関数を有する、
　画像符号化方法。
【請求項５】
　画像復号化方法であって、
　第１の輝度ダイナミックレンジの入力画像を受け取ることと、
　３つの線形色差のうちの最も高いものの値として定義される最高差値の関数として利得
値を生じる彩度変更仕様関数として定義される彩度処理の仕様を受け取ることと、
　前記入力画像に色変換を適用することであり、当該適用することは、入力色の線形加法
原色成分から前記入力色の輝度を差し引いたものとして定義される３つの線形色差を決定
し、該３つの線形色差のうちの前記最も高いものに対応する利得を、前記彩度変更仕様関
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数を用いて決定し、該対応する利得による前記３つの線形色差の乗算を行うことで、第２
の輝度ダイナミックレンジの画像を得ることを有し、前記第１及び第２の輝度ダイナミッ
クレンジのうちの一方は他方の少なくとも２倍であり、前記入力画像及び前記第２の輝度
ダイナミックレンジの画像のうちの一方は１００ｎｉｔのピーク輝度を有する、適用する
ことと、
　前記第２の輝度ダイナミックレンジの前記画像を出力することと
　を有する画像復号化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、旧来の画像／ビデオ符号化技術と比較して増大された輝度ダイナミックレン
ジを扱うことができる画像又はビデオ（静止画像の組）を符号化する方法及び装置に関し
、特に、第１のダイナミックレンジ画像から導出される第２のダイナミックレンジ画像（
これらの２つは、輝度ダイナミックレンジにおいて少なくとも２倍異なっている）の色の
彩度が、その第２のダイナミックレンジを有する第２の画像を導出するときに、彩度処理
によってどのように逸れるべきであるかを規定する新規の手法に関する。本発明はまた、
相当に異なる輝度ダイナミックレンジの画像（少なくとも２倍だが、１００００ｎｉｔ画
像から１００ｎｉｔ画像へと１００倍ダイナミックレンジを低減させること又はその逆を
必要とすることも同様にあり得る）のマッピングを伴う画像処理チェーンにうまく合わせ
られる彩度処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　彩度（サチュレーション）は、ほんの一部のことしか知らない素人はそう見えるよりも
難しい技術的量である。心理視覚的に、それは、３つの異なる錐体視細胞タイプを有する
眼を脳が持つことによって導出され得る（オブジェクトの）色の意味のある特性のうちの
１つである。測光的／比色分析的に、それは、色が同じ色相の単色スペクトルにどれくら
い近いか、すなわち、言い換えれば、それが白色からどれくらい離れているかの指標であ
り、その場合に、それは通常、純度と呼ばれる。そこで、それは、例えば、オブジェクト
の外層における着色剤の量のような、物理特性と関連する。数学的に、画像色処理技術に
関して、それは、何らかの白色に近付くように又はそれから遠ざかるように動くことによ
って、何らかの色空間における何らかの放射軸処理に関係がある。そして、この処理は、
自然がどのようにして純度を生成するか、より具体的には、人がどのようにしてそれらを
知覚するかをモデル化しなければならない。更には、色彩の豊かさ（カラフルネス）は輝
度に依存するので、脳は、カラフルネス、クロマ、及びサチュレーションとそれぞれ呼ば
れる３種類の“彩度”を導出することができるが、本明細書では簡単のために、我々が意
味するところは当業者には明らかであろうから、彩度（サチュレーション）という語を使
用することとする。
【０００３】
　“複雑さ”の他の原因は、彩度処理（及び定義）が、一部の空間は、ガマット範囲に本
質的にスケーリングされるが、光の線形な性質と比較して変形した関係を有するものであ
り、他の一部の空間は、単純であり得るが、特に、３（又は複数）原色加法ディスプレイ
の非線形なテント形状により、クリッピングに繋がり得るものである、全ての種類の空間
（円筒又は円すい若しくは双円すい形状を有する）において行われ得ることにある。
【０００４】
　従来技術は、通常は画像の美化である画像処理に必然的に最も関係したものである多数
の一般的な彩度教示をもたらしてきた。画像についての人の好みをモデル化する場合に、
一般的に際だつ１つのことは、人はしばしば高彩度の画像を好むということである。当然
に、彩度を減じられたパステル画像も美しいことがあり、従って、色技術はそれらの色も
作ることができる必要がある。そして、技術のこれら事項に鑑み、我々はここでは（非限
定的に、説明の単純さのために）それを加法ディスプレイ（additive　display）のもの
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であると仮定してそのようにする。
【０００５】
　カメラが画像をキャプチャし、キャプチャされた画像を、例えばＰＡＬのような標準画
像フォーマットの有限なガマットにおいてフォーマットする分野においても、具体的な従
来技術が存在してきた。なお、全ての彩度関連の従来技術は、少なくともいくつかの類似
性を有することになる。留意すべきことには、彩度は、（零飽和）輝度軸から外に向かう
方向に沿ってガマット内で作用するので、全ての式が、何らかの形でcolor_component（
色成分）からunsaturated_luma_component（非飽和輝度成分）を差し引いた形式を有し得
る。しかしながら、例えば２つの特定の色次元を有する何らかの座標系と数学の何らかの
３次元記述との間、特に、線形色表現と非線形色表現との間の差、及びそれらそれぞれの
空間における色変換の取り扱いは、非常に異なった比色分析挙動を有することがあり、す
なわち、用心して考えられる必要があり、従って、互いに自明には変換されない。これま
た理解されるべきことには、適用される数学変換は、例えば色マトリクス化など、線形で
あり得るが、それが非線形空間において適用される場合には、最終的な比色分析挙動は依
然として非線形である（その二次的な色空間への変換の追加の非線形性により、光の物理
及び比色分析は、例えば、錐体視細胞における主コーンオプシン（primary　conopsin）
反応を刺激するために使用され得る何らかの線形ＲＧＢ表現において表現可能であるよう
に、最終的に線形である）。
【０００６】
　ＥＰ０６４７０６９（特許文献１）は、例えば顔の変色が起こらないか又は減少するよ
うに、高めの輝度の領域においてカメラ出力を正しくフォーマットするためのシステムを
扱っている。これらのカメラは、ｌｕｍａ成分についての所謂ソフトクリッパまたは折点
（ニー）回路（図１、図２）を有し、ハイライトのわずかな部分をなおも保持しながら減
少させる。これまた気付くはずであることには、走査に基づく旧型のカメラは、幾分大き
な非線形オーバーフロー挙動を有していたが、ＣＣＤカメラは典型的に、既にフルウェル
限界を持つが、依然として、このような折点動作が、役者がいる主要部分を過度に暗くし
ないで画像内の少ないハイライトを保持する助けとなり得る。そして、この折点システム
動作に対して、この特許文献は、彩度に影響を及ぼす回路部分を追加している。第１に、
言及しておきたいことには、これらのシステムは、そのカメラが露光した主な明るさ領域
よりも１０倍又は更には５０倍も明るい明るさ領域を有し得るＨＤＲシーンを最適に取り
扱うことを実際に意図したものではない。１つは、ソフトなニーを保持したが、その回路
では、真に明るい領域のほとんどをとにかく白色にクリップした。第２に、このようなカ
メラは、非線形Ｒ’Ｇ’Ｂ’色成分と非線形輝度成分Ｙ’（これを我々は明瞭化のために
ｌｕｍａと呼ぶこととする（ＰＡＬのＹＵＶがそうしているからである））を使用してい
ることを理解することが重要である。これが意味することは、比色分析挙動が、エンコー
ディング可能なガマットの上部においてであろうが、それ以外のどこかにおいてであろう
が、異なるものとなり、回路は幾分似ているとして同じになり得ないということである。
最後に、そして、最も重要なことには、このシステムは、コンポーネント７から出るどの
ようなＫファクタをも取得し（これは確かに単なるＶ－Ｙの関数ではない）、評価者によ
って望まれるような仕様、すなわち、現行の例えばＨＤＲショットの具体的な性質が望み
得るような特定の彩度修正挙動を設定する手段を疑いなく有していない。
【０００７】
　ＤＥ１９８１２５２６（特許文献２）は、当然ながら色差成分（やはり、正式名称ＰＲ
およびＰＢが表すものであるので、非線形成分）に作用する別の色彩度修正回路であるが
、やはり上述の差異に加えて、この特許文献は、２つの色差のみに作用し、我々の後述す
る技術に向かう有用な教示から更に排除される。このような“ＵＶ”タイプの彩度回路が
従来から存在することはよく知られていた。何故なら、それは、ＹＵＶビデオを既に、す
なわち、ディスプレイを制御するのに必要なＲＧＢへの変換前に、入力として取るテレビ
ジョンにおいて何らかの彩度処理を行うための非常に安価で都合の良い手法であったから
である。
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【０００８】
　ＥＰ１３３３６８４（特許文献３）は、可能な限り大きな彩度ブーストがクリップしな
いことを保証するものであるディスプレイの特定の彩度処理方法に過ぎない。よく知られ
ていたことには、ブーストすることによってでは、０を下回って色成分を低下させ得る、
又はＹｍａｘを上回る輝度を作り出し得る、又は取り得る全ての定義可能な色のＲＧＢガ
マットの外側にある（むしろ、電子回路がそれを不正確な値にクリップすることになるた
め、そうあるべきである）望ましくない色を作り出し得る色成分は、テレビジョン上に実
際にレンダリングされることはできない。表示可能であるが間違った色へのクリッピング
の結果は、その色の輝度又は更には色相に影響を与えることになり、すなわち、それを想
定されるものとは異なる色相として示すことになる。これは、特に（小さい）色彩低減（
デサチュレーション）と比較して、不快なエラーとなり得る。これらの種類のシステムは
典型的に、小さいエラー用のものであり、例えば、ノイズ又はフィルタの挙動に対処する
が［０００７］、潜在的に大きな、例えば、ダイナミックレンジ変換に必要な彩度低減に
は関与しない。これは幾つかの違いにつながり、例えば、それらは最大のＹｍａｘをモニ
タするが、我々の以下の方法はそうせず、原理的に、以下の方法を用いて、かなりの量の
画像色に関して、処理されているこの画像に適していると人の色評価が判断するものにす
べて応じて、ガマット外に出る（すなわちクリップする）彩度ストラテジ（方策）を設計
することができる。これら全てに加えて、当然ながら、最初に言及した特許文献でのよう
な同じ違いが存在し、特に、人が特定の（Ｖ－Ｙ）ベースの彩度ストラテジを決定するこ
とを可能にするように教示された手段も、漠然とでも動機付けられた手段も存在せず、言
うまでもなく、ＨＤＲシーンの最適に評価される画像でサポート可能であるべき表示ピー
ク輝度の範囲における、かなり異なるダイナミックレンジの２つの画像容貌（ルックス）
の最適な符号化は存在しない。
【０００９】
　ＥＰ０６７７９７２（特許文献４）は、（やはり、９０年代の日本におけるテレビジョ
ン色空間であったＮＴＳＣなる非線形色空間における）特定の設定基準値ｓの上での比色
分析挙動を扱うことに関するものである。図３Ｃにて見て取れるように、その回路は彩度
部を含むが、どこででもとは言わないまでも、少なくとも色ガマットのかなりの部分で彩
度挙動を調節することに関するものではなく、ＲＧＢガマットの最も高い先端部のみに関
する。当然ながら、異なる設計根拠を持つなど、非常に異なる技術システム及び教示が出
てくる。例えば、１つの回路の実施形態では、最大値検出器が存在するが、Ｒ－Ｙ、Ｇ－
Ｙ、Ｂ－ＹではなくＲ’Ｇ’Ｂ’のものであり、それにより、非常に異なる数値が与えら
れ、さらには、様々な理由で全体的に非常に異なる比色分析挙動が与えられる。
【００１０】
　ＵＳ７７３４１１４（特許文献５）は、それは、深刻な比色分析誤差を与えるガマット
外問題を許容しない彩度ストラテジを作り出すための、本発明の目的とは無関係の、更な
る他の特定の一手法である。図３に示されるように、それは、ＹＣｒＣｂ（これは、ＹＵ
Ｖの非線形デジタル等価物である）において彩度処理数学を適用する場合に、［０，２５
５］ＹＣｒＣｂキューブ内になおも存在するが、すなわち、表現可能であるが、やはり、
表現できないＲＧＢに相当する色を得ることがあるという事実を扱っている（検証できる
ことには、同じ寸法の立方体を僅かに回転させることでさえ、既に、１つの立方体内の符
号化可能な領域が回転されたものの外となることにつながる）。故に、過度に飽和しない
ように注意しなければならない。（我々が後述するものとは数学的に非常に異なるもので
あり、やはり、所望のｇ（Ｖ－Ｙ）関数の明記可能性などの特徴を欠くものである）線に
対応する２つの条件をチェックすることによって、適切なｍａｘｓａｔを使用することを
保証することが偶然に起こる。更に別の言い方をすれば、非常に単純な想像可能なｇ（Ｖ
－Ｙ）仕様の場合であっても、上述の回路のうちの何れを用いても、我々が例えば図５に
て有するような比色分析挙動の何れをも実現することができない。
【００１１】
　以下の発明実施形態は、特に、新たに出現している高ダイナミックレンジ画像ハンドリ
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ング（処理、及び特に、有線又は無線ビデオ通信ネットワーク上で、他の長距離又は近距
離の位置の受信器（例えば、家庭用コンピュータ、コンシューマＴＶ、セットトップボッ
クスなどであるが、それだけでなく、専門的な映画館のビデオ受像装置など）に送信する
ための特定の符号化）の枠組みにおいて得られたものである。
【００１２】
　ＵＳ８２１８６２５（特許文献６）は、ＬＤＲ画像及びＨＤＲ画像の双方を受信器に通
信する方法を記載している。しかしながら、その方法は、色調すなわち輝度の再マッピン
グの要件のみを開示していると思われ、色で為されるべきことを開示しておらず、まして
や、本出願においてのように色の彩度を取り扱う特定の方法の必要性を開示していない。
さらに、この特許文献の方法は、ＨＤＲ画像を、ＬＤＲ画像に比の画像（Ｌ＿ＨＤＲ／Ｌ
＿ＬＤＲ）を加えたものとして通信していると思われ、すなわち、我々の新たな再度処理
に関して有用なＨＤＲ符号化アプリケーションとして我々が想定しているものとは少なく
とも一見して適合しないアプローチであると思われ、つまり、一見して、それがどのよう
に我々の以下の実施形態のうちの何れかに関係するのか又はつながるのか明らかでない。
【００１３】
　このＨＤＲビデオ技術の分野に関する要求は、既存の彩度の知識が満足することができ
るものとは異なる。特に、我々は、様々なダイナミックレンジ能力（特に、例えば５００
０ｎｉｔ、１２００ｎｉｔ、及び２００ｎｉｔのピーク輝度）のディスプレイを意図した
多数の画像を（プレゼンテーションの１つの瞬間のために）符号化することができるＨＤ
Ｒビデオ符号化フレームワークを開発しており、画像バンドルの符号化は、実際には、例
えば１５００又は１０００又は１００ｎｉｔである基準ダイナミックレンジに関する唯一
画像（時間瞬間ごとに）と、例えばセットボックス内の受信器側で、接続された例えば７
００ｎｉｔのディスプレイ用の少なくとも１つの第２の画像を計算するために使用される
、メタデータとしての、或る数の関数とを送信する必要がある（ＷＯ２０１１／１０７９
０５（特許文献７）、ＷＯ２０１４／０４１４７１（特許文献８）、ＷＯ２０１４／０５
６６７９（特許文献９）を参照）。例えば、５０００ｎｉｔの高ダイナミックレンジ（Ｈ
ＤＲ）基準ディスプレイ上でのプレゼンテーション用の、作成者によって最適色評価され
た画像であって、低ダイナミックレンジ（ＬＤＲ）ディスプレイ上でのレンダリング用に
１００ｎｉｔの画像を導出するためのメタデータカラーマッピング関数で補足された画像
を、送信すること又は後の使用のために格納することを考える。受信側の、例えば１００
ｎｉｔピーク輝度のテレビジョンは、そのカラーマッピング関数を５０００ｎｉｔ　ＨＤ
Ｒ画像に適用して、その適切な１００ｎｉｔ　ＬＤＲ画像を得ることになる。そのＬＤＲ
画像、というよりむしろ、それを関数的に符号化するメタデータ関数は典型的に、これま
た作成者によって、ＬＤＲディスプレイ上で妥当に見える画像として色評価されたもので
ある（例えば、当然ながらＬＤＲディスプレイの限界を所与とした、ＨＤＲディスプレイ
上でのＨＤＲ画像レンダリングの近い近似）。我々は、異なるダイナミックレンジの２つ
の画像内のピクセルの輝度をマッピングするための多数の輝度マッピング関数を作り上げ
てきた。というのは、主に、ダイナミックレンジマッピングは、例えばＨＤＲ画像内のオ
ブジェクトの元々の輝度に、取り得るＬＤＲ輝度の範囲内の対応する輝度を与える最適化
であるからである（当然ながら、逆にＬＤＲをＨＤＲにマッピングすることも、異なるマ
ッピング関数を用いて同様に可能である）。ダイナミックレンジマッピングは、単に輝度
色成分の変換を伴うだけでなく、一般的な色マッピング問題であり、例えば、上述のよう
に、オブジェクトの色彩豊かさはその輝度に依存し、故に、ガマット／ダイナミックレン
ジの技術的制限又は芸術的選択のために、第１の画像内のオブジェクトの輝度を第２の画
像内のより暗い輝度にマッピングする必要がある場合、作成者は、これを、そのオブジェ
クトの彩度のブーストと組み合わせることを望み得る。また、（例えば）３原色加法ディ
スプレイのテント形状のガマットはかなり複雑であり、輝度の関数として指し示されるの
で、それは、その最適化色制御が可能である場合にも有用であり得る。
【００１４】
　しかしながら、特にメタデータが共に符号化されて伝送される必要があるとき、多かれ
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少なかれ実用的であるソリューションにつながる技術的制限がある。故に、色処理方法又
は装置が、色処理の潜在的な遠隔通信仕様と一致しなければならない場合、それらは、こ
れらの制限に従わなければならない。さらに、ＨＤＲビデオ符号化（例えば、ＨＤＭＩ（
登録商標））を必要とする様々な異なる技術におけるビデオ通信モードのうち幾つかは、
何らかのメタデータを送信するために、画像当たり限られた帯域幅又はデータワード数の
みを含むことがあるので、なおさらそうである。故に、どの関数が送信されるかを巧みに
選択しなければならない。何故なら、このフレームワークでは、それら送信される関数が
、どの画像が符号化されることができるかを決定し、しかしまた、それらがカラーマッピ
ングを行わなければならないので、受信する集積回路が常にあるべき複雑さがどれほど合
理的であるか又は合理的でないかを決定するからである。さらに、これらの関数はまた、
評価者が自身の画像コンテンツに関する新たなダイナミックレンジ容貌を符号化すること
を可能にする関数のツールボックスを形成し、故に、これらのツールは、過少でも過多で
もなく、過度に複雑でもなくあるべきであり、且つ特に、画像の色変換に対して、特に、
ダイナミックレンジ変換に大抵必要とされる観点に対して、良好な大量受注的な影響を有
するべきである。
【００１５】
　このような適応的な色処理ツールも、それらをどのように開発するかのひらめきを十分
に与える知識も一般に手に入らないことが問題であったので、我々はそれらを開発しなけ
ればならなかった。ＷＯ２０１４１２８５８６（特許文献１０）において、我々は、彩度
処理の定義を、輝度のような明るさ変数の関数として導入したが、我々は、別の有用な彩
度適応化定義を望んで、以下の実施形態を記述することとなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】欧州特許出願公開第０６４７０６９号
【特許文献２】独国特許出願公開第１９８１２５２６号
【特許文献３】欧州特許出願公開第１３３３６８４号
【特許文献４】欧州特許出願公開第０６７７９７２号
【特許文献５】米国特許第７７３４１１４号
【特許文献６】米国特許第８２１８６２５号
【特許文献７】国際公開第２０１１／１０７９０５号
【特許文献８】国際公開第２０１４／０４１４７１号
【特許文献９】国際公開第２０１４／０５６６７９号
【特許文献１０】国際公開第２０１４／１２８５８６号
【発明の概要】
【００１７】
　以下に記載される実施形態は、十分に異なる及び／又は十分に大きいダイナミックレン
ジ画像（例えば、１０００ｎｉｔ又は更にはそれ以上に至るオブジェクトピクセル輝度を
有する）を取り扱うことができる輝度ダイナミックレンジ変換式の色処理のニーズに十分
に合った単純な彩度仕様ストラテジをこれまで持っていなかったことの問題の多くを解決
するものであり、特に、入力色（Ｒ，Ｇ，Ｂ）の線形加法原色成分から入力色の輝度（Ｙ
）を差し引いたものとして定義される３つの線形色差（Ｒ－Ｙ，Ｇ－Ｙ，Ｂ－Ｙ）を決定
し、線形色差（Ｒ－Ｙ，Ｇ－Ｙ，Ｂ－Ｙ）と利得（ｇ）との乗算を行うよう構成される彩
度変更装置（１０１）であって、当該装置は、線形色差（Ｒ－Ｙ，Ｇ－Ｙ，Ｂ－Ｙ）のう
ちの最も高いものの値として定義される差値（Ｖ＿ｉｎ－Ｙ）に依存する関数から利得を
決定するよう構成され、当該装置は、線形色差（Ｒ－Ｙ，Ｇ－Ｙ，Ｂ－Ｙ）と利得（ｇ）
との乗算の結果に輝度（Ｙ）を加算することで、出力色（Ｒ＿ｏｕｔ，Ｇ＿ｏｕｔ，Ｂ＿
ｏｕｔ）を生じるよう構成される、ことを特徴とする彩度変更装置によって解決する。（
２つの）色差のブーストを行うことによる彩度処理は、本出願の背景技術部で紹介した彩
度の定義に密接に関連しているので、知られていたものであり、そこで我々は我々の方法
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で色差関連部分を見ているが、評価者にとって貴重な時間と、例えばタブレットディスプ
レイなどの高ダイナミックレンジ画像を使用する必要がある安価であり得る様々な装置に
おける復号化ＩＣにとっての計算の複雑さとの双方を節減するよう、迅速で強力な評価の
必要性を満たす色ガマットに沿った彩度の単純な良い仕様を発見することは困難であった
。指摘しておくべき１つの違いは、古典的な彩度処理方法では、第１の軸としての輝度又
はｌｕｍａと、ピクセル色の有彩色成分を規定する２つの色差軸（色相及び彩度の実際の
心理的印象に概ね対応する）とを有する円錐または円柱を画成するが、我々は３つの色成
分に処理を適用する。当然ながら、主な違いは、我々の利得が、通常はｌｕｍａ軸規定に
対して直交する又は通常は単なる一定のブーストであるものとは非常に異なるやり方で規
定されることであり、それにより、非常に異なる比色分析挙動が与えられるが、それは、
大抵の複雑さが全ＲＧＢガマットの狭まりゆく上部で起こるダイナミックレンジ変換の問
題に対して、よりいっそう合ったものである。この新たな彩度処理方法は、それに従って
適切に曲がる。飽和は常に無彩色の輝度軸に直交して大きく起こるはずであり、様々な実
際のピクセル輝度について可変であるときもそうであると考えられているので、色技術の
当業者にとって驚くべきＶ－Ｙインデックス又はＦＣ（Ｖ－Ｙ）関数の入力座標が導入さ
れたことになる。無彩色軸に沿ってＶ－Ｙはどこでもゼロであるので、彩度戦略を規定す
るこの方法は、一見して、比色分析技術に対して非常に直観に反したものに見えたが、無
彩色は何ら処理される必要がないことを考えると、この彩度規定法は実際には非常に良い
特性を持つように見えた。故に、色評価者は、色ガマットの任意の色のＶ－Ｙ値に基づい
て変化する１次元の彩度変更仕様として（典型的に一定の色相について。当然ながら、特
定の用途に関して、例えば色相依存変数も考慮に入れることで、基本方法をより洗練され
たものに変更し得るが、大抵のアプリケーションで、我々の方法はＶ－Ｙパラメータの関
数のみを必要とする）、自身の最適色処理ストラテジを規定することになる。従って、そ
のような関数Ｆ（Ｖ－Ｙ）を規定することにより、評価者は、結果として得られる出力画
像に見られるように、入力画像に対する特定の彩度変更挙動を規定することにもなる。興
味深い実用的なＦ（Ｖ－Ｙ）仕様は、少し（例えば２又は３）の、例えば、直線セグメン
ト、例えば、その中で彩度がブーストされる部分とその中で彩度が低減される範囲の部分
（及び色ガマットの対応する部分）しか持たないが、当然ながら、特に複雑なＨＤＲシー
ンを再評価するために、もっと複雑な仕様を作成することもできる。一般に、関数を規定
する機構が存在し、評価者は自身が作成したいと思う複雑さを選択して、この関数をエン
コードすることができる。典型的なより大きなシステムでは、評価者は、自分が規定して
いるものを実際に視覚的に見ることができ（例えば、ＨＤＭＩ（登録商標）などの画像通
信インタフェース２８８を介してＬＤＲディスプレイ上で）、例えば、芸術的に望ましい
ものとして最終的な仕様を選択することができる。何故なら、それは、特定の種類のＨＤ
Ｒ入力（例えば、最大で１００００ｎｉｔまでの輝度を有するネイティブフォーマットで
符号化された暗い地下のシーン）の状況下で適切なＬＤＲ画像の容貌を与えるからである
。これは当業者には明らかであるはずだが、我々が強調しておきたいことは、この色処理
は、例えば、第１のダイナミックレンジのディスプレイに関連付けられた入力画像を別の
ダイナミックレンジのディスプレイを駆動するのに適した画像に変換するためなどの、ど
のような実施形態構成においても、高めのダイナミックレンジから低めのダイナミックレ
ンジへの変換、及びその逆に低めのダイナミックレンジから高めのダイナミックレンジへ
の変換（例えば、１００ｎｉｔから何らかのコーデック又はディスプレイのピーク輝度）
の双方に使用されることができるということである。しかし、この方法は、（１つ以上の
）より低いダイナミックレンジへの変換に特に有用である。また、彩度を増大又は低減さ
せるように、そして場合により、その色がガマット内のどこにあるかに応じて異なるよう
に増大又は低減させるように、関数を規定することができる。仕様に関するユニットと色
計算ユニットとが異なる例えばＩＣ内にある場合、これらのユニット間にＦ（Ｖ－Ｙ）を
通信するためのバス２８９が存在することができ、また、単一のプロセッサ又は同様のも
の上のソフトウェアベースのバージョンでは、これは等価的にプロシージャコールなどに
よって実現され得る。
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【００１８】
　加法原色は、各原色の割合を混合することによって作成されることができる色のガマッ
トにわたる原色であり、それにより、１００％の各原色を混合することが、例えばＤ６５
といった所定の白色を与える。線形加法原色で規定される色の割合は、あたかも原色がそ
の原色の（実際には、原色の特定のスペクトルからの）特定の色の光子数を示すかのよう
に、線形ベクトル空間として振る舞う。これは、例えば混合したものにおける色相の不変
性に関して、特定の特性を持つ。これは、非常に異なる色混合挙動を有するものである非
線形表現と対比されるべきである。そのような非線形座標は、例えば、典型的には近似的
に二乗平方根である関数すなわちＲ’＝ｓｑｒｔ（Ｒ）（ここで、ダッシュは、線形加法
の赤原色Ｒと区別するように非線形性を表すために従来から使用されているものである）
又は実際には線形加法色成分のその他の非線形関数を適用することによって規定され得る
。当然ながら、数学的には、例えばこのような非線形な色空間における線形混合のような
任意の色処理を定めることもできるが、そのような非線形的な例えば彩度変更処理で処理
された色の組の色空間における線形マトリクスであるが、このような非線形の方法で処理
された任意の色の色的外観は、線形な色処理とは異なるものとなる。色の輝度は、定義に
より、選択されたＲＧＢ座標系、すなわち、選択された原色及び要求される白色点、に応
じた重みを用いた、原色の線形結合である。対応した、同じ重みでの非線形原色成分の組
み合わせも存在するが、これはｌｕｍａ　Ｙ’と呼ばれ、述べたように、その色表現及び
それにおける数学的色変換は、非常に異なる比色分析挙動を有し、特定の比色分析タスク
についても同様に準用されることはできない。すなわち、どのようなケースでどのような
数学的変換を使用すべきかを真剣に熟考する必要があり、また、非線形表現での何らかの
色処理挙動を線形表現で模倣すること又はその逆を行うことのやり方については、よりい
っそう入念に熟考する必要がある。一部の色変換は、以前のアナログテレビジョンの回路
においてのように、今日の技術が必要とすることがあるものとは異なる、例えば色の精度
よりも計算の単純さが好まれるなど、その他の重要な検討事項を用いて設計される。
【００１９】
　更なる有用な実施形態は、とりわけ、彩度変更仕様を決定する装置から差値（Ｖ＿ｉｎ
－Ｙ）の関数として利得（ｇ）の彩度変更仕様関数Ｆ（Ｖ－Ｙ）を取得するためのデータ
入力部（１０８）を有することを特徴とする彩度変更装置（１０１）である。様々な接続
又は分離された装置が、このような関数を規定してそれを色処理ユニットへと通信するこ
とができる。特に、どちらも、例えば画像又はビデオ符号化装置の中など、色変換の走査
を検証するための装置の中に含められ得る。典型的に、評価者は、少なくとも一度、場合
によって彩度処理の色変換に満足するまで何度も、例えば制御点を用いて関数の形を整え
ることによって、特に（例えばＬＤＲ）出力画像の容貌を指定することになる。その後、
最終的な関数ＦＣが、近々のリアルタイム処理に使用され、例えば画像のバッチを処理す
るときに、後の処理のためにメモリに記憶され、例えば受信器が画像処理を行うことを可
能にするよう、何らかの通信技術上で通信されるなどする。
【００２０】
　当業者は、状況に応じてどのような等価な変形が使用され得るかを理解することになり
、例えば、規格が、例えば、利得が様々である場合に平均とし得るものである単一の利得
、例えば０で開始するときに第１のセグメントが終了するところであるＶ－Ｙ入力軸上の
デマーケータ（demarcator）を含んだ第１の係数、及びこれが線形セグメントである場合
のスロープ数などのような、多数の関数指定パラメータを入れることができるよう、多数
の整数または実数プレースホルダをリザーブすることができ、また、関数が複雑すぎて、
あまりに多いパラメータを必要とする場合、規格は、代わりにＬＵＴにＦＣデータを格納
し得る。このような彩度処理装置（例えば、ＩＣの一部、又はＩＣ上で走るソフトウェア
）は、それ自身で良好な彩度ストラテジを決定することができ、すなわち、テレビジョン
内のデコーダであっても、例えば、到来画像の色をより良くするための自動変換ストラテ
ジにて、それを決定して適用することができる。けれども、彩度変更が技術のコンポーネ
ントとして特に関心あるものであるのは、その上でそれぞれの容貌がレンダリングされな
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ければならない様々なダイナミックレンジのディスプレイのために、シーンの様々な容貌
が、プレゼンテーションの瞬間ごとに少なくとも１つの受信画像の、彩度処理を含んだ比
色分析変換によって、特定的に符号化される場合である。
【００２１】
　それには、少なくとも１つの瞬間の少なくとも１つの高ダイナミックレンジ画像（ＨＤ
Ｒ＿ＯＲＩＧ）と、同じ瞬間についての、高ダイナミックレンジ画像と少なくとも２倍異
なる第２のダイナミックレンジの少なくとも１つの画像（Ｉｍ＿ＬＤＲ＿ｏｕｔ）と、を
符号化する画像エンコーダ（２０１）を有することが輸液であり、当該エンコーダは、こ
れら２つの画像のうちの少なくとも一方のピクセル色のマトリクスを符号化するよう構成
され、当該エンコーダは、請求項１に記載の彩度変更装置（１０１）と、彩度変更仕様関
数Ｆ（Ｖ－Ｙ）を規定するよう構成された彩度仕様ユニット（２０４）と、を有する仕様
ユニット（２１２）を有し、彩度変更仕様関数は、ピクセル色（Ｒ，Ｇ，Ｂ）の線形色差
（Ｒ－Ｙ，Ｇ－Ｙ，Ｂ－Ｙ）のうちの最も高いものの値として定義される線形色差値の関
数として利得（ｇ）を符号化し、線形色差は、それぞれの線形加法色成分からピクセル色
の輝度を差し引いたものとして定義され、それにより、該関数が、色処理されるピクセル
の最も高い線形色差について利得を計算するのに使用可能にされ、且つそれを用いて、ピ
クセルの彩度変更を計算するよう構成され、当該エンコーダは、ピクセル色の前記マトリ
クスを有する画像（Ｉｍ＿ｉｎ＿ＤＣＴ）を符号化したものを画像信号（Ｓ＿ｉｍ）にて
、及び関数Ｆ（Ｖ－Ｙ）をデータとして出力するよう構成されたフォーマッタ（２１０）
を更に有する。このエンコーダでは、利得ベースの彩度処理が、入力画像のものよりも高
い又は低い異なるダイナミックレンジのディスプレイ用の容貌を得るために適用される必
要がある比色分析変換の一部を形成する。典型的に、符号化を決定する装置が、それが人
の評価者からの入力を利用する場合に、少なくとも１つの関数Ｆ（Ｖ－Ｙ）をＵＩベース
で規定し、その彩度仕様関数を色プロセッサに供給して色変換を行うとともに、結果の出
力画像が評価者によって検査されることを可能にし、そして、結果が満足のいくものであ
る場合に、例えば、ピクセル化された画像符号化に関連付けられて、低い方及び高い方の
ダイナミックレンジの画像の対（あるいは、彩度変換が同一のダイナミックレンジ内で行
われる場合には、出力の例えばＬＤＲ画像）を得るために任意の受信器に同じ計算を行わ
せる画像信号として格納又は伝送された、メタデータフィールド内の関数の全ての記述デ
ータをフォーマットすることによって、評価ベースの符号化を終了させる。明らかである
はずのことには、符号化したものがどのように見えることになるかについて何らかの種類
の検証を行う如何なるエンコーダも、本発明の基本的な彩度処理コアを有することになる
。何れにしても、デコーダがそれを有しなければならない。何故なら、デコーダは、現実
にはピクセル化された画像と共に符号化されずに、通信されたＨＤＲ画像に適用されるべ
き規定済み色変換としてのみ符号化された第２の画像、例えばＬＤＲ画像、を再決定する
ことができるようにするために、画像の容貌を変化されるこの規定済みの方法を必要とす
るからである。斯くして、輝度ベースの色変換と共に、例えば、３ｘ又は１０ｘ低いダイ
ナミックレンジの典型的に低めのピーク輝度の画像が取得される。
【００２２】
　上述のように、彩度処理は、ＨＤＲ画像処理の状況において特に興味深い。特に、我々
は以前に、必ずしも１つだけのＨＤＲ容貌（すなわち、例えば、５０００ｎｉｔディスプ
レイ上に提示される画像であり、これは、それがそのディスプレイ上で最適に見えること
になることが意味するが、当然ながら、より高いピーク輝度の低い他のディスプレイ上に
直接レンダリングされることもでき、しかし、それらのディスプレイは芸術的意図と一致
しないので、画像はもはや最適には見えないことになり、例えば、一部があまりにも暗く
見えることになる）を符号化するわけでなく、意図される様々なディスプレイ用（ディス
プレイ調整可能性と呼び得る）にそのような容貌のバンドル（束）を符号化することがで
きるＨＤＲ符号化フレームワークを発明している。そのような技術では、（ビデオの各瞬
間Ｔに）レンジ／容貌画像のうちの１つ（例えば、１５００ｎｉｔのもの）のみが実際に
符号化されて送信される必要があり、その他はその後に、受信側で関数を適用することに
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よって計算される。例えば、第１の関数が、これを基準の１００ｎｉｔピーク輝度ダイナ
ミックレンジにマッピングし、第２の関数セットが、それを５０００ｎｉｔにマッピング
する。３０００ｎｉｔへのマッピングも、受信端で、受信した全ての情報を正しく補間す
ることによって行われ得る。このような符号化ストラテジにおいて、例えば、１５００ｎ
ｉｔから１００ｎｉｔへ、又は１５００ｎｉｔから５０００ｎｉｔへとする彩度変更を指
定することを望むことがあり、それには、この彩度変更の実施形態は非常に有用である。
故に、彩度処理は、１つの容貌（例えば、ＬＤＲ　Ｉｍ＿ＬＤＲ＿ｏｕｔなど）の関数規
定の一部を、別の容貌（例えば、以前に作成されたマスターＨＤＲ容貌であるＨＤＲ＿ｏ
ｒｉｇ）の関数として形成し、受信器によって第２の容貌を導出することに使用されるこ
とができる。これら２つ（２組の）画像のうちの１つが実際に、色変換関数の規定を有す
るメタデータとともに受信側に送られる。彩度処理に加えて、輝度方向の色変換が存在し
、それは、第２の画像の関数規定において、例えば、彩度処理の前または後に適用され得
る。なお、ＨＤＲ処理では、ｌｕｍａコード値の規定に関して、ガンマ２．２よりも高い
非直線性を必要とする。コード割り当て関数を兼ねる特定の良く見える評価画像を使用す
ることを望む場合、そのような用途における非線形ｌｕｍａ変換は、さらに高度に非線形
の、例えばＳカーブとし得る。例えば、線形ＨＤＲシーンのＬＤＲ非線形画像を通信し得
る。送信側又は作成側で先に決定された情報の受信側で、この新たな技術が、少なくとも
１つ瞬間についての少なくとも２倍異なる輝度ダイナミックレンジの少なくとも２つの画
像（ＨＤＲ＿ＯＲＩＧ，Ｉｍ＿ＬＤＲ＿ｏｕｔ）を復号することができるよう構成される
画像デコーダ（３０１）であって、２つの画像のうちの少なくとも一方は高ダイナミック
レンジ画像（ＨＤＲ＿ＯＲＩＧ）であり、当該デコーダは、２つの画像のうちの一方を、
画像入力部を介して受け取った輝度変換関数（ＦＴ）及び彩度変更仕様関数（ＦＣ）を２
つの画像のうちの他方に適用することによって、導き出すよう構成されるカラーマッパ（
３０４）を有し、カラーマッパは、ピクセル色の差値（Ｖ＿ｉｎ－Ｙ）の関数として彩度
乗数を規定する受け取った仕様に基づき、且つ、２つの画像のうちの導き出された一方を
求める色変換を適用することによって、彩度を変更するよう、我々の新たな彩度規定概念
（請求項１又は実施形態）に従った彩度変更装置を有することを特徴とする画像デコーダ
にて使用され得る。このエンコーダは、このエンコーダは、この新たな彩度処理を行うこ
とができるという点だけでなく、色のこのような比色分析的再定義に基づいて一意に定義
される異なる容貌を得る唯一の方法であるという点（典型的に、Ｒ、Ｇ、Ｂ及びＹが０と
１との間にある正規化された座標系で行われ得るが、そのガマット内の正確な色位置が、
特定のＨＤＲシーンの任意の容貌又は評価の芸術的適切性を決定する）でも新しい。
【００２３】
　故に、この特定の彩度処理は、画像処理として一般に有用であることは別として、ＨＤ
Ｒシーンについての、かなり異なるダイナミックレンジ（例えば、レガシー１００ｎｉｔ
ピーク輝度と、５０００ｎｉｔ又は１０００ｎｉｔ）のディスプレイを意図した画像であ
る少なくとも２つの容貌を符号化する必要がある技術を有するが、双方の画像のピクセル
テクスチャを通信することを避けたい（あるいは少なくとも、一部のピクセルが第２の画
像にて送られて、双方の画像が完全に受信側に通信される必要があることを避ける）場合
に、画像を規定するのに特に有用であるように、本発明者によって認識されたものである
。芸術的に評価される第２の容貌は、その後に、例えばＪＰＥＧ又はＭＰＥＧ変形又これ
らに類するもののようなＤＣＴベースの符号化によってピクセルセットの色を符号化した
ものを有する画像として実際に通信される第１のものから数学的に導出される。特に、こ
のフレームワークにおいては、コンテンツ作成者の芸術的要望が考慮に入れられる。何故
なら、その者が第２の容貌を指定しているおり、それは、符号化側でコンテンツ作成者が
ＦＣ（Ｖ－Ｙ）にて体系化される最適な彩度変更ストラテジを選択しているので、通信の
ための色変換によって実際に符号化されると同時に規定もされているからである。そして
、復号側で、この情報を使用することで、例えば非限定的に、通信されたＨＤＲ画像から
のＬＤＲ画像といった、第２の容貌画像を一意に決定することができる。なお、また、最
初に色の変換部すなわち彩度変更とし、その後に輝度変換部とすることが技術的に有利で
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あり得る。例えば、この色変換が、輝度方向に何らかの設計されたヘッドルームを生成す
る場合、異なる種類の輝度変換を適用することができるが、それが、幾つかの重要な明る
いオブジェクトがＲＧＢガマットテントの頂部に詰め込まれなければならないときに、時
にして、ダイナミックレンジ圧縮において（例えば、ＬＤＲへの変換において）クリティ
カルである場合がある。これは、例えばステンドグラスの窓を含むなどの、一部種類のシ
ーンにとって特に興味深いこととなり得る。
【００２４】
　興味深いことに、色プロセッサ、デコーダ、または更にはエンコーダのような様々なカ
ラーハンドリング技術の実施形態は、テレビジョンまたは映画館プロジェクタなどの表示
装置に含められてもよい。
【００２５】
　有用な一実施形態は、入力色の３つの線形加法原色成分（Ｒ，Ｇ，Ｂ）それぞれからの
入力色の輝度（Ｙ）の減算として定義される線形色差（Ｒ－Ｙ，Ｇ－Ｙ，Ｂ－Ｙ）を決定
することと、線形色差（Ｒ－Ｙ，Ｇ－Ｙ，Ｂ－Ｙ）と利得（ｇ）の乗算を行うこととを有
する彩度変更方法であって、当該方法は、線形色差（Ｒ－Ｙ，Ｇ－Ｙ，Ｂ－Ｙ）のうちの
最も高いものの値として定義される差値（Ｖ＿ｉｎ－Ｙ）の関数として利得（ｇ）を決定
するよう構成され、当該方法は更に、線形色差（Ｒ－Ｙ，Ｇ－Ｙ，Ｂ－Ｙ）と利得（ｇ）
との乗算の結果に輝度（Ｙ）を加算して、出力色（Ｒ＿ｏｕｔ，Ｇ＿ｏｕｔ，Ｂ＿ｏｕｔ
）を生じる、ことを特徴とする彩度変更方法である。
【００２６】
　有用な他の一実施形態は、画像符号化方法であって、
　第１の輝度ダイナミックレンジの入力画像（ＨＤＲ＿ＯＲＩＧ）を受け取ることと、
　少なくも２倍だけ第１のダイナミックレンジと異なる第２の輝度ダイナミックレンジの
画像（Ｉｍ＿ＬＤＲ＿ｏｕｔ）を得るよう、入力画像に色変換を適用することと、
　入力画像（ＨＤＲ＿ＯＲＩＧ）及び第２のダイナミックレンジの得られた画像（Ｉｍ＿
ＬＤＲ＿ｏｕｔ）のうちの一方と、色変換にて使用された関数を規定するメタデータ（Ｆ
Ｃ，ＦＴ）とを有する画像信号（Ｓ＿ｉｍ）を出力することと
　を有し、
　色変換は、請求項６に記載の彩度変更方法を適用することを有し、
　メタデータは、ピクセル色（Ｒ，Ｇ，Ｂ）の線形色差（Ｒ－Ｙ，Ｇ－Ｙ，Ｂ－Ｙ）のう
ちの最も高いものの値として定義される差値（Ｖ＿ｉｎ－Ｙ）の様々な値について利得値
を規定する彩度変更仕様関数を有し、該関数は、色処理されるピクセルの色（Ｒ，Ｇ，Ｂ
）に対応する利得値を決定するのに使用可能である、
　ことを特徴とする画像符号化方法である。利得は、関数仕様Ｆ（Ｖ－Ｙ）に規定された
ものに従って決定されることになる。当業者には明らかなはずのことには、利得は彩度変
更と同等であり、一部の実施形態では、規定の一部、換言して、別の画像に関する画像の
符号化の一部であり得る。
【００２７】
　これは、受信側において、画像復号化方法であって、
　第１の輝度ダイナミックレンジの入力画像（ＨＤＲ＿ＯＲＩＧ）を受け取ることと、
　請求項６に記載される差値（Ｖ＿ｉｎ－Ｙ）の関数として定義される彩度処理の仕様を
受け取ることと、
　少なくとも２倍異なる第２の輝度ダイナミックレンジの画像（Ｉｍ＿ＬＤＲ＿ｏｕｔ）
を得るよう、入力画像に色変換を適用することと、
　異なる第２の輝度ダイナミックレンジの画像（Ｉｍ＿ＬＤＲ＿ｏｕｔ）を出力すること
と
　を有し、
　色変換は、請求項６に記載の彩度変更方法を行うことを有する、
　ことを特徴とする画像復号化方法に対応する。
【００２８】
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　本発明はまた、異なるダイナミックレンジの少なくとも２つの画像を符号化する通信可
能な画像信号（Ｓ＿ｉｍ）であって、画像のうちの少なくとも一方は高ダイナミックレン
ジ画像であり、当該画像信号は、少なくとも２つの画像のうちの一方のピクセルの組を符
号化したものと、少なくとも２つの画像のうちの他方を導き出すために適用される色変換
関数を規定する関数メタデータとを有し、関数メタデータは、ピクセル色（Ｒ，Ｇ，Ｂ）
の３つの線形色差（Ｒ－Ｙ，Ｇ－Ｙ，Ｂ－Ｙ）のうちの最も高いものの値として定義され
る差値（Ｖ＿ｉｎ－Ｙ）の様々な値について利得を規定する彩度変更仕様関数を有し、線
形色差は、ピクセル色の線形加法原色成分それぞれからピクセル色の輝度を差し引いたも
のの値として定義されることを特徴とする画像信号にて実現され得る。この信号は、記憶
され、伝送され、使用され、等々され得る。この信号は、第１の画像から第２の容貌又は
評価画像を復号化する（双方が典型的に、かなり異なる輝度ダイナミックレンジを有する
）ことを可能にするための全てのデータを有しており、本発明者が気付いたことには、こ
の新たな彩度マッピングは、実際に伝送される単一のピクセル化画像の符号化に基づいた
少なくとも１つの他のダイナミックレンジ画像の規定すなわち符号化において、非常に良
好に使用されることができる。
【００２９】
　何らかの装置の内部の、又は脱着可能で別個の配給可能な、デジタルデータビットのた
めのメモリを有するメモリプロダクト（２９９）であって、メモリが、特定の単純な彩度
変更ストラテジを体系化する新規の画像信号（Ｓ＿ｉｍ）で満たされていることを特徴と
するメモリプロダクト。
【００３０】
　当業者が理解するように、全ての実施形態は、数多くの他の変形、方法、信号、（ネッ
トワーク接続上で伝送されるものであろうと格納されたものであろうと）コンピュータプ
ログラム、等々として実現され得る。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
　本発明に従った方法及び装置のこれら及びその他の態様が、以下に記載される実装例及
び実施形態を参照して、また、添付の図面を参照して、解説されて明らかになる。図面は
、単に、より全般的である概念を体現する非限定的な具体的例示としての役割を果たし、
図面中、コンポーネントがオプションであることを指し示すためにダッシュ記号が使用さ
れるが、ダッシュ付きでないコンポーネントも必ずしも必要であるわけではない。ダッシ
ュ記号はまた、必要であるとして説明される要素がオブジェクトの内部に隠れていること
を指し示すために使用され、あるいは例えばオブジェクト／領域の選択（及びそれらがど
のようにディスプレイ上に示され得るか）などの無形のものに関して使用され得る。
【図１】オプションで輝度処理ストラテジに接続される新たな彩度処理装置を模式的に例
示している（これら２つの色変化は実質的に無相関である）。
【図２】新規な彩度処理装置の一実施形態を有するＨＤＲ画像エンコーダがどのようにし
て実現され得るかの可能な一実施形態を模式的に例示している。
【図３】例えば家庭環境内のディスプレイに接続されたＳＴＢ内のデコーダといった、例
示的なＨＤＲ画像デコーダの可能な一実施形態を模式的に例示しており、当業者が当然に
理解することには、これと同様に、他の使用状況は、例えば、医療システム、軍事システ
ム、スーパーマーケットにおける広告システム、テーマパークにおける娯楽システムなど
とし得る。
【図４】人の評価者がｇ（Ｖ－Ｙ）彩度仕様を規定するための単純な方法の１つの可能性
を模式的に例示している。
【図５】は、赤Ｒ、緑Ｇ、及び青Ｂの加法ディスプレイ原色を有する、ＲＧＢ色ガマット
において、Ｖ－Ｙ仕様がどのように見えるかを模式的に例示している。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　図１は、本発明に従った基本的な彩度変更装置１０１を概略的に示している。この装置
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１０１は、例えば、色処理のためのＩＣのプロセッシングユニットとすることができ、例
えば、以下の例示的な説明において仮定するように、ＨＤＲビデオ符号化用のエンコーダ
又はＨＤＲビデオ復号化用のデコーダに含まれる。これは、例えばｓＲＧＢのような何ら
かの色空間に関して、線形の赤、緑及び青（ＲＧＢ）色成分であると仮定する色を有する
ピクセル群の入力画像を得る。当業者は、変形例がどのように存在し得るかを理解するこ
とになり、例えば、ＭＰＥＧ符号化画像のガンマ空間ＹＣｒＣｂピクセル色が入ってくる
場合、この線形なＲＧＢ色表現への色変換を行うための前処理ユニット（図示せず）が接
続されていてもよい。輝度計算ユニット１０２が、使用される色空間の原色に応じて色の
輝度を計算する。例えば、それが使用する式は、共にＤ６５白色点に関して、Ｙ＝０．２
１２６＊Ｒ＋０．７１５２＊Ｇ＋０．０７２２＊Ｂ（Ｒｅｃ．７０９の場合）またはＹ＝
０．２２９０＊Ｒ＋０．６９１７＊Ｇ＋０．０７９３＊Ｂ（ＤＣＩ　Ｐ３ワイドガマット
の場合）とし得る。減算器１０３が、線形な色差を導出する（例えば、ピクセル輝度をそ
の赤色成分から減算することによってＲ－Ｙが得られるなど）。最大値決定ユニット１０
４が、現在処理中のピクセルについて、３つの色差Ｒ－Ｙ、Ｇ－Ｙ、Ｂ－Ｙのうちどの石
色差が最も高いかを評価し、その値、例えばＲ－Ｙ、を出力する。これら３のうちのどれ
であろうと、Ｖ＿ｉｎ－Ｙと呼ぶこととする。この値が必要であるのは、我々の彩度スト
ラテジが、どのくらいのサチュレーションまたはデサチュレーションが行われるべきかを
、各画像ピクセルのＶ＿ｉｎ－Ｙ値に基づいて定めるからである。（デ）サチュレーショ
ンの量は乗算の係数ｇとして示され、そして、それは関数Ｆによって決定される。この関
数はオンザフライで計算され得るが、単にこの例に関して、それがルックアップテーブル
から読み出されると仮定する。インデックスＶ－Ｙ及び出力ｇを有するこのルックアップ
テーブルＦ（Ｖ－Ｙ）（又は、一般に、関数の評価を可能にするのに必要なデータであれ
ば何であれ）は典型的に、例えば（１つ以上の）入力画像Ｉｍ＿ｉｎ（Ｒ、Ｇ、Ｂ）に付
随するメタデータを介して、データ入力１０８を介して外部から受け取られ、該メタデー
タは、これら（１つ以上の）画像のコンテンツ作成者によって前もって生成されている。
得られた利得が、乗算器１０６によって色差と乗算され、ピクセルの出力線形色差（Ｒ－
Ｙ、Ｇ－Ｙ、Ｂ－Ｙ）＿ｏｕｔが生み出される。最後に、ピクセル輝度が加算器１０７に
よって再び加算されて、出力ピクセル色と、これらのピクセルに関して異なる彩度を有す
るこのようなピクセル色を有する画像Ｉｍ＿ｏｕｔ（Ｒ、Ｇ、Ｂ）が生み出される。
【００３３】
　これまた図１に示しているものであり、また、画像色変更機能として現在の彩度技術の
みが使用されるときには一般に存在しないが、ビデオ符号化又は復号化処理チェーンにお
いて典型的に存在するものは、色（又は換言してその彩度）の色度を一定に保つがピクセ
ルの明るさ又は輝度を変化させる第２の処理である。具体的には、輝度マッピングユニッ
ト１５０は、入力Ｒ、Ｇ、Ｂ値（Ｖで表記される）の最大値（最大値決定ユニット１５１
により計算される）の関数ＦＴとして利得値決定ユニット１５２によって評価される利得
値ｇｔを、乗算器１５３で入力ＲＧＢ値に乗算することによって、可能なグレー値の範囲
に沿って様々なピクセルグレー値（又は実際にはｍａｘ（Ｒ、Ｇ、Ｂ）値）を有するピク
セルに対して異なる明色化（又は暗色化）与えることができる。最終出力画像Ｉｍ＿ｏｕ
ｔ２（Ｒ、Ｇ、Ｂ）を与えるこのユニット１５０は、実際には、ＷＯ２０１４０５６６７
９（特許文献９）にて我々が詳述したものを実装する。例えば、中間の１０００ｎｉｔ符
号化画像を２０００ｎｉｔディスプレイ上での表示用に２０００ｎｉｔ画像にマッピング
すること、又は１００ｎｉｔディスプレイ上で妥当に見えるが、良品質の５０００ｎｉｔ
画像においてそれを機能的に変換するのに十分なＨＤＲテクスチャ情報をさらに含んだ特
殊な１００ｎｉｔ画像をアップグレードすることなど、このマッピング技術の様々な用途
が考えられるが、ここでは、１００ｎｉｔピーク輝度又はその値近くのピーク輝度のＬＤ
Ｒディスプレイを駆動するのに適した、５０００ｎｉｔマスター評価ＨＤＲ（ＨＤＲ＿Ｏ
ＲＩＧ）を１００ｎｉｔ　ＬＤＲにマッピングする例を用いて処理を解説することとする
。教会をＨＤＲキャプチャしたものがあるとする。教会の内部は明る過ぎず、すなわち、
僅かに薄暗いが、全てがよく見えている。ステンドグラスの窓を照らし出す晴れた外界は
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遥かに明るく、それらの色を、例えば内部の色の１０倍以上に明るくしている。しかし、
これは、ＨＤＲ画像においては、それが十分なダイナミックレンジを持っているので、十
分に表現可能である。（ディスプレイ上にレンダリングされるべき輝度に、どのような電
気光学伝達関数を用いてｌｕｍａが割り当てられているかを無視して、それらの輝度のみ
に焦点を当てて）符号化の意図を定義することは、それらのレンダリングを基準ディスプ
レイ上で見ることによって行うことができる。故に、この教会に関しては、５０００ｎｉ
ｔディスプレイ上で、内部の色が例えば０－２００サブレンジの輝度にマッピングされ、
ステンドグラスの窓が３５０－５０００範囲の輝度でレンダリングされる場合に、良く色
評価されており、すなわち、満足のいく容貌を有していると言い得る。ＨＤＲディスプレ
イ（及びその対応する符号化ＨＤＲ画像）は、白色又はピーク輝度と同じ輝度の僅か７％
のみを有する青についてさえ、このような高い値を表示することができる。すなわち、そ
れは、同時に飽和して明るい色をレンダリングする可能性を有する（そして、故に、対応
するＨＤＲ画像はそれらを符号化するはずである）。しかしながら、ＬＤＲディスプレイ
上では、明るくて同時に飽和したものは可能でない。色の彩度を維持して色がくすむこと
になるか（例えば、青色の場合、最大で１００ｎｉｔの７％＝７０ｎｉｔ）、あるいは、
ガマットの頂部まで上がるのは色の彩度低減によってのみ行われ得るので、それらの色を
いっそう明るくするようにして色の彩度を我慢するか、の何れかである。我々は、これが
、“少し色彩豊かでない窓の方が良いのは、それを明るいように装わせることができる場
合のみである”という評価者の選択であったと仮定する。これは、先ず我々のユニット１
０１を用いて色を（一定の輝度で）無彩色の輝度軸に向けて彩度低減させることによって
行われ、この場合、ガマットの頂部に、彩度低減された色（すなわち、好ましくは、画像
のうちステンドグラス部分すなわちそれらの色のみ又はそれを主として）をユニット１５
０を用いてブーストする余地がある。仮に、元の彩度低減されていない色をユニット１５
０で処理したとすると、ガマットの上部境界にすぐに衝突することになり、従って、窓に
対して明るさ（輝度）を殆ど又は全く加えないことになる。故に、これは、輝度ダイナミ
ックレンジを低下させるためのダイナミックレンジ変換に関連する典型的な興味深い色処
理の変形であるが、ＬＤＲ画像をＨＤＲ画像に変換するときには、同じ彩度処理が、例え
ば、画像の一部のオブジェクト又は領域をいっそう色彩豊かにするといった、その他の効
果のために使用され得る。
【００３４】
　当業者は、画像に関する様々な色マッピングが、例えばピクセルごとに単一の処理チェ
ーンにて、あるいは中間結果画像上での異なる順次計算にて、実際にどのようにして実現
され得るかを理解するであろう。
【００３５】
　図２は、ＨＤＲビデオを生み出すために、我々の彩度ユニットがエンコーダにどのよう
に含められ得るかを示している。これは、入力としてＨＤＲ評価画像（ＨＤＲ＿ＯＲＩＧ
）を取得する。ここでも、評価者が対応するＬＤＲ画像を作成し、そして、我々の彩度技
術を用いてそのＬＤＲ画像の彩度を決定するという例を用いて解説する。色マッピング部
（カラーマッパ）２０２が、図１においてのような彩度マッピングを適用して、ＬＤＲ出
力画像Ｉｍ＿ＬＤＲ＿ｏｕｔを生み出すように構成されており、このＬＤＲ出力画像の容
貌が、基準ディスプレイ２２０上で調査され得る。ここで、評価者は、所望の彩度ストラ
テジを、例えば、図４においてのようにＶ＿ｉｎ－ＹとＶ＿ｏｕｔ－Ｙとの間の関数マッ
ピングを指定する多重線形曲線として、又はそれ以外で、指定することができる。例えば
、評価者は、［０－１］、［０－１］座標系内の８つの制御点のｘ座標及びｙ座標を指定
することによって関数を作成し得る。そのために、（画像またはビデオ）エンコーダ２０
１は、ユーザインタフェースユニット２０３を有している。それは、例えば、様々なＨＤ
Ｒ画像グレー領域の、ＬＤＲ画像内のグレー領域への輝度再割り当てを決定するために、
様々なユーザインタフェース機能を実装することができ、例えば、画像の残りの部分とは
異なる方法で処理されるべき画像の領域をユーザが指定することを可能にし得る。しかし
、含められるユニットのうちの１つは彩度仕様ユニット２０４となる。ユーザは、色評価
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キーボード及び／又はウスなどのような既知の評価ツール入力デバイスを介して、ユーザ
入力ＵＳＲＩＮＰを指定し得る。例えば、ユーザは、図４ａにおけるようなカーブを描き
得る。そして、色マッピング部２０２は、指定された全ての色変換、特に彩度修正を適用
することができる。評価者がＬＤＲの容貌に満足した場合、その関数ＦＣ（Ｖ－Ｙ）が、
受信したＨＤＲ画像から適切なＬＤＲ容貌画像を再作成するために受信側で使用すべきも
のとなる。それ以外の場合、評価者は別のＦ（Ｖ－Ｙ）仕様を試し得る。我々は、テクス
チャが元のＨＤＲ＿ＯＲＩＧで符号化されていると仮定するが、我々はまた、例えばＬＤ
Ｒ画像Ｉｍ＿ＬＤＲ＿ｏｕｔを送信し得る。その場合、エンコーダは、フォーマット部（
フォーマッタ）２１０を用いることによって、全ての情報を収集してフォーマットする必
要がある。それは、ＨＤＲ－ＯＲＩＧ画像をＭＰＥＧ－ＨＥＶＣ画像として符号化し、す
なわち、ＨＤＲ　ＥＯＴＦ関数に従ってｌｕｍａを計算し、ＣｂＣｒ又はｕｖのような幾
つかの有彩色座標を計算し、コンポーネント画像上でＤＣＴ変換を行い、等々を行う。メ
タデータＦＣは、例えば、専用のＳＥＩ画像又は同様のメタデータ構造に保存され得る。
結果として得られた、画像データＩｍ＿ｉｎ＿ＤＣＴと、異なるダイナミックレンジディ
スプレイ用の少なくとも１つの他の容貌画像を得るための関数の色マッピングメタデータ
ＦＣとを有する画像信号Ｓ＿ｉｍが、例えば、アンテナ２１１を用いてブロードキャスト
されるなど、何らかのネットワーク上で直接的に送信され、あるいは他の一実施形態にお
いて、例えばＢｌｕｒａｙ（登録商標）ディスクといったメモリプロダクト２９９に格納
され得る。図２はまた、Ｂｌｕｒａｙ（登録商標）ディスクが含む画像信号Ｓ＿ｉｍ／２
８０を模式的に示しており、この信号は、少なくとも画像データ２８１と関数メタデータ
２８２とで論理的に構成されている。
【００３６】
　数多くの可能性のうちの１つとして、我々は、フォーマット部２１０が、例えばＨＤＲ
　ｌｕｍａに１０ビットワードを用いるＭＰＥＧ－ＨＥＶＣといったＭＰＥＧファミリの
ビデオ圧縮規格に従って、画像およびメタデータを符号化及びフォーマットする例を示し
ている。
【００３７】
　図３は、符号化された画像容貌がミラーリング的にどのようにして復号化されるかをし
めしており、一般性を失うことなく、我々は、受信器が正に同じ彩度ストラテジＦＣを適
用して、Ｉｍ＿ｉｎ＿ＤＣＴを符号化する例えば５０００ｎｉｔ画像であるＨＤＲを有す
る受信画像信号Ｓ＿ｉｍと、それをＬＤＲ画像に変換するためのどちらもこの彩度処理実
施形態の１つに関する色マッピング関数であるマッピング関数と、Ｖ＝ｍａｘ（Ｒ，Ｇ，
Ｂ）＿ｉｎの関数として規定される輝度マッピング関数ＦＴとに基づいて、有線または無
線接続３９８を介して駆動される例えば１００ｎｉｔの被接続ディスプレイ３０２に適切
な画像を取得する例を解説することができる。デコーダ３０１は、画像データがメタデー
タ画像信号と結合されたものを典型的に取得するとともに例えばＤＶＢ受信器、インター
ネット、ＢＤリーダなどの様々なソースに接続され得るものである画像入力３１０を介し
て、その基本的な画像符号化と、色及び輝度の適応化のためのマッピング関数とを取得す
る。彩度処理が、（プレ）コンテンツ生成法としての例えば画像処理ソフトウェアなどの
スタンドアロンアプリケーションで機能する場合、画像ソースはコンピュータのハードデ
ィスクなどにあるとし得る。デコーダ３０１は、ＭＰＥＧ復号化を元に戻すデフォーマッ
ト部（デフォーマッタ）３０３を有し、これは、最終的に、我々が仮定する色成分が計算
の単純化のために１に正規化されたＩｍ＿ｉｎ＿ＤＣＴの線形ＲＧＢ表現を生み出す。カ
ラーマッピング部（カラーマッパ）３０４は、必要とされるＬＤＲ画像を計算するもので
あり、図１におけるような我々の彩度処理ユニット（ＳＡＴ）３０５を有している。実際
、この例において我々は、ディスプレイ２２０上で評価者がチェックしたのと同じダウン
グレードを行うために、エンコーダで指定されたのと正に同じ関数ＦＣを行うが、ＦＣを
用いて作成されたが逆関数ＦＣ－１を用いてアップグレードされる必要があるＬＤＲ画像
、又は、送信される画像のうちの１つと、送信される画像に適用されるときに適用関数が
生み出す画像に対応する基準ディスプレイとの間のピーク輝度を有するディスプレイ用の
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部分的な彩度変化のみ、等々を送信する他の実施形態が存在し得る。なお、典型的に、色
マッピングはまた、（それに関してＬＤＲ画像が評価された）ＬＤＲディスプレイのＲＧ
Ｂガマットへのガマットマッピングを有することができ、彩度処理はその線形ＲＧＢ空間
で行われることになる。我々のデコーダ３０１を有する受信側復号化装置は、例えば受動
的なＴＶのためにセットトップボックスであるなど、多種多様であり、又はその他の変換
がＴＶそれ自体で実行されてもよく、また、復号化装置は、接続された異なるピーク輝度
の複数のディスプレイに最適な画像を生成するなどしてもよい。当然ながら、デコーダお
よびエンコーダはまた、例えば、衛星を介した送信の前に、又はケーブルシステムの一部
にて、又はライブニュースフィードなどを送信するときに、第１のＨＤＲ画像若しくはビ
デオフォーマットを第２のものに変換するために、幾つかの中間装置内にあってもよい。
人間の色評価者によって調節される色マッピングの例について説明したが、例えば、ヒス
トグラムを見て、又はその他の方法で、どの（幾つの、どれほどの大きさの）オブジェク
トがトータル輝度レンジのうちの明るめ又は暗めのサブレンジ内にあるかを決定するなど
、画像の特性を解析することによってＦＣを例えば数学的に決定するような自動変換式色
マッピングユニットにて、同じ技術を行うこともできる。（１つ以上の）ＦＣ関数の生成
を実際に行う仕様ユニット（２１２）は、これら２つの状況において異なり得る。ユーザ
生成される彩度仕様の場合、典型的に、例えば、コントロールポイントをドラッグするこ
とによってその上で関数の形状を描くことができるグラフなど、関数を指定するためのユ
ーザインタフェース手段を含むことになり、評価者は、それらの関数を入力画像に適用し
た後に、結果を見ることができる。仕様ユニットが自動変換タイプであるとき、１つ以上
の画像解析ユニット（図示せず）が存在し得るが、なおも、エンコーダが（例えば、単一
又は複数の命題の）自動生成されたＦＣ及び／又はＦＴを示すことで、ユーザが例えば承
認ボタンをクリックすることによってそれらの芸術的品質に同意することができるように
すると有利であり得る。故に、利得（ｇ）を符号化する関数Ｆ（Ｖ－Ｙ）を指定するよう
に構成されたユニットは、それ自体によって数学的仕様を行うように、又は人間のアーテ
ィストがそれを行うことを可能にするユニットを有するように、の何れかで構成され得る
。あるいは、マルチセグメント彩度ストラテジを正確に指定することに代えて、色評価者
が１つのダイアル（適切なＨＤＲビデオ出力を生み出すようカメラの上に直にあってもよ
い）を回すだけであるようにしてもよく、それによって、彩度規定関数ＦＣ（Ｖ－Ｙ）の
形状が数学的に変化され得る。
【００３８】
　図４に、評価者が２つのパラメータを変化させるだけでよい１つの例示的な単純な実施
形態を示している。それをよりよく理解するために、（輝度ｕｖ－色度表現にて模式的に
示される）ＲＧＢディスプレイ又はコーデックガマットの黄青色スライスにおける等Ｖ－
Ｙラインを示すものである図５を見ることができる。輝度ベースの彩度を困難にするガマ
ットの不都合な非対称性（最大に駆動される純青色の最大輝度７％に対して黄色は９３％
）が、Ｖ－Ｙラインに異なるように色を横切る走査させることによって対処されることが
分かる。黄色は、より小さいＶ－Ｙ値に対応し、青色は、最大青色（Ｂ＝１、Ｒ＝Ｇ＝０
）で０．９３に至るいっそう大きいＶ－Ｙ値に対応する。ここで、ステンドグラスの窓の
例を再び用いる。それは青色及び黄色を含み得る。黄色の彩度を低減させ得るが、それは
大きい追加の輝度を生み出さず（理論的には最大７％）それはなおも、醜く彩度を落とさ
れた色につながってしまう。故に、明るい色彩豊かなオブジェクトのＬＤＲにおける最適
なレンダリングの、明るさという一方の側面で勝つことができず、彩度／色彩豊かさとい
う他方の側面を既に深刻に失っている。しかしながら、青色の彩度をほんの５０％だけ低
減させることによって、無彩色輝度の百分率として見たときに、明るさ／輝度の約５０％
を獲得し得る。これを説明する別の方法は、現状で有する輝度と比較して（典型的には第
２の輝度処理ブロック／フェイズにおいて）どのような輝度ブーストが依然として行われ
得るかを見ることである。Ｖ＝ｍａｘ（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝１、及びＹ＝０．０７を有する最
大の青（Ｂ＝０、Ｒ＝Ｇ＝０）で始めるとする。この色の彩度を半分に落とすとき、Ｂ＝
０．５３６まで行く。この青色の色相象限では常に青色が最大の色成分であるので、（そ
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の彩度に関して、すなわち、例えばＲ及びＧを同じに保って）青色を最大にＢ＝１までブ
ーストすることによって、なおも明るさ又は輝度を高めることができる。一般に、１／ｍ
ａｘ（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＿ｄｅｓａｔだけ、すなわち、彩度低減後の最大色成分だけブースト
することができる。この例では、それは１／０．５３６＝１．８７となり、すなわち、８
５％でなおもブーストすることができる。故に、窓の中に有意量の青色ピクセルが存在す
る場合それは突然に遥かに明るく見えることになる。そして、青は強い色であり、ステン
ドグラスの窓はまた、彩度を落とされた青色であっても、依然として色彩豊かに見えるこ
とになる。故に、評価者は、これを、例えば０．６付近のＶ－Ｙの領域において１よりも
小さい彩度利得ｇを定めることによって達成することができる。そこで、彩度がどのよう
に振る舞うかの２～３の例を示す。０．０１２のＶ－Ｙ値を有する半分に彩度低減された
明るい黄色について、例えばｇ＝０．９を用いる彩度低減（デサチュレーション）ストラ
テジ５０１を指定する場合、同じＶ－Ｙライン上のいっそう暗めの黄色は同じストラテジ
５０２を有することになり、すなわち、同じ量だけ彩度低減されることになる。さらに別
の色は、異なるストラテジ５０３によって、すなわち異なる量ｇ２（Ｙ－Ｖ）だけ（デ）
サチュレーションされることができる。そして、青色については、さらに別の彩度量ｇ３
（５０４）を定めることができる。記載した彩度ストラテジは、特にダイナミックレンジ
変換にとってとても興味深いものである。何故なら、黄色のような明るい色の彩度を過度
に落とすことになる従来ストラテジ（差信号Ｒ－Ｙなどに一定の利得を適用する）とは対
照的に、大部分が、明るさ－色彩豊かさの最適化に最も大きい影響を与えるものである青
、赤、及びマゼンタのような暗い色の彩度を落とすことができるためである。また、この
方法は容易に逆にされることができ（過度に低い微分利得とならないように彩度関数を設
計するのみである場合）、そのことが、これを必要とする状況において、エンコーダ（又
は更にはデコーダ）側でのＦＣからのＦＣ－１の計算を単純でロバストなものにする。
【００３９】
　図４に戻るに、評価者は、一般的に彩度ブーストシナリオ（なお、Ｖ－Ｙも一般的に輝
度とともに減少する）と、青のように自然に非発光であって彩度低減及びブーストされる
必要がある色に関するデサチュレーションとを指定することができる。評価者は、前者を
、Ｙ－Ｖ＿ｄ１の選択された制御点までで例えば１．３であるように指定し、次いで、明
るい青色（高いＹ－Ｖ値を有する）に対して例えば０．７の彩度低減値で終わる線形スロ
ープを使用する。極端なＨＤＲからＬＤＲへの変換では、例えば０．１といった、それよ
り遥かに低い最終値を得ることになる。このような素早い仕様でさえ、良い見た目のＬＤ
Ｒ画像を与えることになる。上のグラフである図４ａは、色変換のＶ＿ｉｎ－Ｙに対する
Ｖ＿ｏｕｔ－Ｙの関数を示しており、下のグラフである図４ｂは、対応する利得を示して
いる。ｇ（Ｖ－Ｙ）のメタデータ仕様を用いた符号化画像信号を解説したが、当然ながら
、図５ａのＶ＿ｏｕｔ仕様を、変更すべきところは変更して使用してもよい。
【００４０】
　本明細書で開示されるアルゴリズムコンポーネントは、実際には（完全にまたは部分的
に）、ハードウェア（例えば、特定用途向けＩＣの一部）として、又は特別なデジタル信
号プロセッサ若しくは汎用プロセッサなどの上で走るソフトウェアとして実現され得る。
メモリプロダクトは、メモリを有する何らかの物理的実現、特に、購入可能なものとして
理解されるべきであり、例えば、光ディスク若しくはその他の着脱可能かつ持ち運び可能
なメモリプロダクト、又はそこからメモリの特定の部分のコンテンツがダウンロードされ
ることができるネットワーク接続されたサーバ上のメモリセグメントなどのような実施形
態に非限定的に及ぶものである。
【００４１】
　どのコンポーネントが、オプションの改善であり得るか、また、他のコンポーネントと
の組み合わせで実現され得るかということ、並びに、方法の（オプション）ステップが装
置のそれぞれの手段にどのように対応するかということ及びその逆のことは、我々の提示
から当業者に理解可能であるはずである。この出願における単語“装置（apparatus）”
は、その最も広い意味で、すなわち、特定の目的の実現を可能にする一群の手段で使用さ
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れ、従って、例えば、ＩＣ（の小さい回路部分）、又は専用の機器（例えばディスプレイ
を備えた機器など）、又はネットワークシステムの一部などとし得る。“アレンジメント
（arrangement）”もまた、最も広い意味で使用されることを意図したものであり、それ
はとりわけ、単一の装置、装置の一部、協働する装置の（部分の）集合などを有し得る。
【００４２】
　コンピュータプログラムプロダクトなる表記は、一連のローディングステップ（これは
、例えば中間言語及び最終的なプロセッサ言語への変換などの中間変換ステップを含み得
る）の後に、汎用または専用プロセッサが、当該プロセッサにコマンドを入力し、そして
本発明の特徴的な機能のうちの何れかを実行することを可能にするコマンドの集合の何ら
かの物理的実現を包含するように理解されるべきである。特に、コンピュータプログラム
プロダクトは、例えばディスク若しくはテープなどのキャリア上のデータ、メモリ内に存
在するデータ、ネットワーク接続（有線若しくは無線）を介して移動するデータ、又は書
類上のプログラムコードとして実現され得る。プログラムコードとは別に、プログラムに
必要な特性データもコンピュータプログラムプロダクトとして具体化され得る。
【００４３】
　方法の動作に必要なステップのうちの一部は、例えばデータ入力及び出力ステップなど
、コンピュータプログラムプロダクト内で記述されることに代えて、プロセッサの機能内
に既に存在していてもよい。
【００４４】
　なお、上述の実施形態は、本発明を限定するのではなく例示するものである。当業者が
、提示された例の請求項のその他の領域へのマッピングを容易に実現することができる場
合、簡潔さのために、それらの選択肢の全てを掘り下げて述べてはいない。請求項にて組
み合わされている本発明の要素の組み合わせとは別に、その他の要素の組み合わせも可能
である。要素の組み合わせが、単一の専用要素にて実現され得る。
【００４５】
　請求項中の括弧内の如何なる参照記号も、請求項を限定するように意図したものではな
い。“有する”なる語は、請求項に列挙されていない要素又は側面の存在を排除するもの
ではない。要素に先行する“ａ”又は“ａｎ”なる語は、複数のそのような要素の存在を
排除するものではない。



(20) JP 6356349 B2 2018.7.11

【図１】 【図２】

【図３】 【図４ａ－４ｂ】



(21) JP 6356349 B2 2018.7.11

【図５】



(22) JP 6356349 B2 2018.7.11

10

フロントページの続き

(74)代理人  100091214
            弁理士　大貫　進介
(72)発明者  ステッセン，イェルーン　ヒューベルト　クリストッフェル　ヤコビュス
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイテック　キャンパス　５

    審査官  岩井　健二

(56)参考文献  特開平０７－１７７５３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１４／１２８５８６（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１４／０５６６７９（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１４／０４１４７１（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１３／０４６０９５（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　１９／００　　－　１９／９８　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

